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民法には物権と債権の別が存する。しかし、不動産賃借権は各種の特別法の規定に
より、債権でありながら「物権化」していると表現される。これは、民法で前提とす
る物権債権の峻別に反するのではないか。このような問いから、各国の不動産賃貸借
制度を調べ、民法における原則がどのような意味を持つかを模索している。
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土地特有の不動産制度の検討、賃貸借契約のあり得べき制度設計など
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